
2026年度競技細則 

第 １ 条  富士見ヶ丘カントリー倶楽部の競技はすべてＪ・Ｇ・Ａ（公益財団法人日本ゴルフ協会）競技規則及び
本クラブの競技規則並びに臨時ローカルルールに従って実施する。 

第 ２ 条  競技はすべて競技委員会が運営する。 
第 ３ 条  競技は倶楽部選手権、ゴールドシニア選手権、グランドシニア選手権、シニア選手権を除きアンダー 

ハンディキャップとする。 
第 ４ 条  競技参加資格は、ハンディキャップを有する者。（グランドシニア選手権、ゴールドシニア選手権は除く。） 
第 ５ 条  アンダーハンディ競技会において次の各号に該当する者はゲスト参加とし、入賞順位は関係ないものと

する。 
（Ａ）競技会に過去3ヵ月以内出場していない者  
（Ｂ）スコアカードが 3ヵ月以内3枚以上提出していない者。 

但し､ハンディキャップ 9以内の者及びシニアは除く。 
第 ６ 条  競技会にエントリーした者で､その当日に理由なく欠場した者、ＮＲした者は次回の競技はゲストとする。 
      但し、ＮＲした者で競技委員会が承認した場合を除く。 
第 ７ 条  競技会の成立は16名とする。（グランドシニア選手権、ゴールドシニア選手権は除く。） 
第 ８ 条  競技会はシニア選手権､ゴールドシニア選手権、グランドシニア選手権、理事長杯､倶楽部選手権､月例会とする。 
     （Ａ）シニア選手権  
        出場資格は1966年12月31日以前に誕生の者及びハンディキャップ 18までの者。 

予選通過は16位タイとし、クォリファイを贈呈する。 
順位決定は予選、決勝 36Ｈ･Ｓ･Ｐの合計とし、同スコアの場合は第 9条（B）の規定により決定す 
る。入賞は７位までとする。 

（Ｂ）ゴールドシニア選手権、 
出場資格は1946年12月31日以前に誕生の者。 
18Ｈ･Ｓ･Ｐとし、同スコアの場合は第9条（B）の規定により決定する。入賞は優勝とする。 

（Ｃ）グランドシニア選手権 
        出場資格は1956年12月31日以前に誕生の者。 

予選通過は12位タイとし、クォリファイを贈呈する。 
順位決定は予選、決勝 36Ｈ･Ｓ･Ｐの合計とし、同スコアの場合は第 9条（B）の規定により決定す 
る。入賞は5位までとする。 

（Ｄ）理事長杯  
        出場資格はハンディキャップ 12までの者 予選通過は16位タイとし、クォリファイを贈呈する。 
        順位決定は予選、決勝36Ｈ･Ｓ･Ｐの合計とし、同スコアの場合は第 9条〈A）の規定により決定す

る。入賞は7位までとする。 
     （Ｅ）倶楽部選手権  
        出場資格はハンディキャップ 12までの者 予選通過は16位タイとし、クォリファイを贈呈する。 
        順位決定は予選、決勝54Ｈ･Ｓ･Ｐの合計とし、同スコアの場合は第 9条（B）の規定により決定す 

る。入賞は7位までとする。 
     （Ｆ）月 例 会 

Ａクラス（ハンディキャップ12まで）毎月第２日曜日 18H・S・P 
(黒マークティー使用)(女性シルバーマークティー使用)  
（70歳以上青マークティー使用）(70歳以上女性赤マークティー使用)  

Ｂクラス（ハンディキャップ13～36まで）毎月第１日曜日 18H・S・P 
     (白マークティー使用)(女性赤マークティー使用)  
    （70歳以上シルバーティー使用）（70歳以上女性ピンクティー使用） 

        ハンディキャップ31以上の者については30で出場できる。 
但し、1月のＢクラスは第３日曜日、10月のＢクラスは第3日曜日、Ａクラスは第4日曜日とする。 

第 ９ 条  競技会において同スコアの場合､次の順序により上位の者を決定する。 
     （Ａ）アンダーハンディ競技会 
        （１）ハンディキャップ上位者 
        （２）年 長 者 
     （Ｂ）スクラッチ競技会 
        （１）優  勝 当日委員会が指定するホールでのサドンデス方式 
        （２）２位以下 最終日のスコア上位、同スコアの場合、18番ホールからのカウントバック方式 
第１０条  競技会において、前の組と1ホールや20分以上空けた場合はペナルティーを科すこともある。 
第１１条  競技参加費及びキャンセルは次のとおりとする。 
      （Ａ）競技参加費 
         （１）予選を伴う競技  ２,５００円（税別） 
         （２）その他競技(ゲスト参加費も含む) １,５００円（税別） 
      （Ｂ）キャンセルについて 
         （１）月例会当日キャンセルの場合は参加費を納入する。 
         （２）予選を伴う競技会の場合は予約締切日以降キャンセルの場合は参加費を納入する。 
第１２条  競技会が天候その他の理由で続行不可能の時は競技委員会において事後の措置について、別途決定する。 
      第８条（A）、（B）、（C）、（D）、（E）の競技会は予備日を設定し、行う場合もある。 


